
職場の健康保険に加入された方べ

・職場の保険証がお手元に届きましたら、14日以内に手続きをお願いします

国民健康保険(国保)と職場の健康保険(社会保険)に二重に加入することはできません。

(国民健康保険法第5 .6条)

し力、し、社会保険に加入しても自動的には国保の資格が喪失されないため、国保喪失の手続きが

必要です。保険料を重複して払わないためにも早急に手続きを行ってください。

�国保料が還付となる場合は、原別世帯主の口座べ振り込みます(手続きの翌月以降)

世帯主の口座がわからない場合は、後日おたずねすることがあります。

ただし、世帯員の加入状況や納付状況.異動のタイミングによっては必ずしも還付とは限りませ

ん。請求が残ることもあります(必要な金額に達していないとき)。

窓口で手続きする場合 郵送で手続きする場合

〈持つてくるもの〉

◎社会保険証(原本またはコピー)

0お手元の波佐見町国民健康保険証(原本)

I f""
◎マイナンバーが確認できる書類

【個人番号カード、個人番号付き住民票、

通知カード(氏名.住所に変更がない場合)】

◎世帯主のマイナンノ (一確認害類
.„„.

〈封筒にいれるもの〉

◎社会保険証のコピー

◎お手元の波佐見町国民健康保険証(原本)

i I
◎マイナンノて一が確認できる書類のコビー

【個人番号カード、個人番号付き住民票、 I

通知力ード(氏名.住所に変更がない場合)】i

◎世帯主のマイナンバー確認1書類のコビーI

◎記載済みの往民異動届(この用紙の裏面。

①②③④を記入してください。)

〈窓口および送付先〉 〒859-3791波佐見町宿郷660番地

波佐見町役場国保年金班

S 0956-85-2483

Fax 0956-85-2337
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同じ世帯の国保だった方で、

社会保険の被扶養者となつた方が

いる場合

対象者全員の◎◎が必要です

◎の保険証を紛失した場合
後日、見つけたらノkサミで切るなどして処分してし’

ただければ十分です。


